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消費税率の引上げに伴う住宅取得支援策に関する対応について 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 さて、平成３１年度税制改正大綱と平成３１年度政府予算案が閣議決定され、消費税率

１０％への引上げに伴う住宅取得支援策として「住宅ローン減税の拡充」や「次世代住宅

ポイント制度の創設」等が盛り込まれました。これらの支援策の周知のため、国土交通省

から別紙のとおり「消費税率の引上げに伴う住宅取得支援策に関する対応について」協力

依頼がありました。 
つきましては、住宅取得支援策に関し住宅の取得を検討されている消費者の方々へ正確

な情報を提供し、正しく理解していただけるようご協力をお願い申し上げます。 

なお、国土交通省住宅局では、消費税増税後の住宅取得支援策について下記ホーム    

ページにて情報提供をしておりますので、ダウンロードしてご活用ください。 

                            敬 具 

 

［添付文書］ 

 「消費税率の引上げに伴う住宅取得支援策に関する対応について（協力依頼）」 

 

［参考ホームページ］ 

広報用チラシ 

 http://www.mlit.go.jp/common/001265727.pdf 

消費税引き上げに伴う住宅取得対策について 

http://www.mlit.go.jp/common/001265884.pdf 

 

 

＊問合せ先  

一般社団法人 全国住宅産業協会 事務局 澁田 

ＴＥＬ ０３－３５１１－０６１１ 

http://www.mlit.go.jp/common/001265727.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001265884.pdf


事 務 連 絡 

平成 30 年 12 月 21 日 

 

住宅・建築関係団体 ご担当者様 

国土交通省住宅局住 宅 生 産 課  

住宅企画官付 

 

 

消費税率の引上げに伴う住宅取得支援策に関する対応について（協力依頼） 

 

 

 

 平素より住宅行政の推進にご協力をいただき、誠に有難うございます。 

本日（12月 21日）、平成 31年度税制改正大綱と平成 31年度政府予算案が閣議決定さ

れ、消費税率 10%への引上げに伴う住宅取得支援策として、「住宅ローン減税の拡充」や

「次世代住宅ポイント制度の創設」等が盛り込まれ、消費税率引上げ後の住宅の購入等に

メリットが出るよう、以下の対策を講ずることとしております。 

 

 ①住宅ローン減税の拡充 

  控除期間を３年延長（建物購入価格の消費税２％分の範囲で減税）。 

 ②すまい給付金の拡充 

 対象となる所得階層を拡充。給付額も最大 50万円に引上げ（収入に応じ 10万円から

40万円の増額）。 

 ③次世代住宅ポイント制度の創設 

 一定の性能を有する住宅を取得する者等に対して、様々な商品等と交換できるポイン

トを発行。 

 ④住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置 

非課税枠を現行の最大 1,200万円から最大 3,000万円へ拡充。 

 

この度、これらの住宅取得支援策についての情報を提供するための広報用チラシ（別添

１）と各種支援策を紹介する概要資料（別添２）を用意するとともに、国土交通省ＨＰ内

に紹介ページを設けました。（広報用チラシは、国土交通省住宅局ＨＰよりダウンロード

できます。また、ポイント制度の詳細についても、ＨＰに掲載しております。） 

貴団体におかれましては、住宅の取得を検討されている消費者の方々へ支援策に関し正

確な情報を提供し、正しく理解していただけるよう、支援策に関する周知広報をお願いい

たします。 

 

 



（参考） 

・国土交通省住宅局ＨＰ ※広報用チラシはこちらのＨＰからダウンロードできます。 

「消費税率引上げに伴う住宅取得に係る対応について」 

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr4_000036.html 

 

・国土交通省住宅局ＨＰ 

「マイホーム購入をお考えの皆様へ、住宅ローン減税の控除期間が３年間延長されます！ 

～平成 31年度税制改正 消費税率引上げを踏まえた住宅取得対策～」 

http://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000134.html 

 

・国土交通省住宅局ＨＰ ※ポイント制度の詳細はこちらのＨＰに掲載しております。 

「住宅の新築やリフォームをお考えの皆様へ、次世代住宅ポイント制度を創設します！ 

～平成 31年度当初予算案 消費税率引上げを踏まえた住宅取得対策～」  

http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000837.html 

 

 

≪お問い合わせ先≫ 

（予算関係について） 

 国土交通省住宅局住宅生産課 

  電話：０３－５２５３－８１１１（代表）、０３－５２５３－８５１０（夜間直通） 

  担当：住宅ｽﾄｯｸ活用・ﾘﾌｫｰﾑ推進官 松井康治（内線３９４６３） 

係長 野口雄史（内線３９４２８） 

係長 大町晃央（内線３９４７１） 

 

 （税制関係について） 

国土交通省住宅局住宅企画官付 

  電話：０３－５２５３－８１１１（代表）、０３－５２５３－８５０５（夜間直通） 

  担当：課長補佐 高橋晋也（内線３９２３３） 

係員  竹田風馬（内線３９２５５） 

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr4_000036.html
http://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000134.html
http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000837.html
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